
市街化調整区域内の災害ハザードエリアにおける
開発許可等の取扱いについて

近年の頻発・激甚化する台風等の自然災害に対応するため、市街化調整区
域内の開発許可等において、条例で区域を定めて行う許可については、その
区域に災害ハザードエリアを含んではならないこと（除外すること）が明確
化されました。

法改正の趣旨・概要

改正都市計画法施行令第２９条の９各号に掲げる区域（＝レッドゾーン・
イエローゾーン）が災害ハザードエリアです。そのうち、三郷市に関係する
ものは同条第６号に掲げる浸水ハザードエリアのみです。
三郷市は、浸水ハザードエリアの判断の目安となる想定浸水深３．０メー

トル以上の土地が偏在しており、浸水ハザードエリアに該当する可能性があ
るため検討を行いました。

災害ハザードエリア

◆災害ハザードエリアにおける開発抑制

（改正都市計画法 令和４年４月１日施行）

条例で区域（＝区域指定、既存の集落）を定めて行う許可基準は次の通り
です。

○法第３４条第１２号関係
・産業系１２号区域指定による流通施設（市条例第３条第１項第１号）
・既存の集落内における分家住宅（市条例第３条第１項第２号ア・イ）

○政令第３６条第１項第３号ハ関係
・既存の集落内における用途変更等（市条例第６条第１項第３号ウ）

条例で区域を定めて行う許可基準

三郷市では、地形・地物で区切った想定浸水深３．０メートル以上の区域
が市街化調整区域の約７割を占めますが、３３か所の指定避難所が市内にバ
ランスよく配置されています。
そのため、浸水深３．０メートル以上の区域であっても、指定避難所への

避難が可能であり、十分に安全な区域として、例外的に浸水ハザードエリア
に該当しないとの判断を行っています。

浸水ハザードエリアに該当するか

条例の区域に含んではならない（除外する）災害ハザードエリアが無いた
め、従来通りの許可基準で許可を行うこととなります。

三郷市では、改正法施行日（令和４年４月１日）以降も従来と同様に許可
等を行うこととなります。

今後の三郷市における開発許可等の取扱い

※イメージ図

・災害危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
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